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第４ その他 

本項では，第２「裁判員等の選任に関する実施状況について」及び第３「裁判員の参

加する公判手続の実施状況について」のいずれにも関係し，又はいずれにも該当しない

統計数値を示すこととした。 

具体的には，1)弁護人の状況，2)外国人事件の状況，3)手話通訳人等の状況に関する

統計数値を示し，最後に，4)裁判員等に対する制裁の状況を示した。 
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弁護人の選任状況を罪名別にみると，図表７４のとおりである。 

 

図表７４ 弁護人の私選国選別の判決人員（罪名別） 

判決
人員

私選弁護人が
選任された人員

国選弁護人が
選任された人員

(21.4) (83.5)
322                1,258             

(15.3) (87.8)
60                  345                

(19.0) (84.9)
68                  303                

(8.4) (93.1)
11                  122                

(28.1) (79.8)
32                  91                  

(26.9) (81.5)
29                  88                  

(19.8) (86.4)
16                  70                  

(25.4) (77.8)
16                  49                  

(28.0) (82.0)
14                  41                  

(16.3) (87.8)
8                   43                  

(72.2) (50.0)
26                  18                  

(11.8) (91.2)
4                   31                  

(25.0) (80.0)
5                   16                  

(76.9) (23.1)
10                  3                   

(90.9) (27.3)
10                  3                   

(40.0) (70.0)
4                   7                   

(33.3) (66.7)
3                   6                   

(20.0) (80.0)
1                   4                   

(20.0) (80.0)
1                   4                   

(100.0)
-                   4                   

(50.0) (50.0)
2                   2                   

(66.7) (66.7)
2                   2                   

(100.0)
-                   2                   

(100.0)
-                   2                   

(100.0)
-                   1                   

(100.0)
-                   1                   

（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。

　　　２　同一被告人に対し私選弁護人及び国選弁護人が選任された場合には重複して計上した。

　　　３　（　）は判決人員に対する割合（％）である。

激発物破裂 1                  

（準）強姦 2                  

窃盗 2                  

強盗 5                  

暴行 1                  

傷害 4                  

爆発物取締罰則違反 4                  

麻薬取締法違反 3                  

保護責任者遺棄致死 9                  

通貨偽造 5                  

逮捕監禁致死 11                

集団（準）強姦致死傷 10                

銃刀法違反 13                

偽造通貨行使 34                

危険運転致死 20                

麻薬特例法違反 36                

強盗強姦 49                

強盗致死（強盗殺人） 50                

（準）強姦致死傷 81                

（準）強制わいせつ致死傷 63                

傷害致死 114               

覚せい剤取締法違反 108               

殺人 357               

現住建造物等放火 131               

総数 1,506            

強盗致傷 393               
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通訳翻訳人の付いた外国人の被告人につき，主要罪名別及び言語別に判決人員数をみ

ると，図表７５及び図表７６のとおりである。 

図表７５ 罪名別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員 

うち通訳翻訳人の
付いた外国人
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（注）１　刑事通常第一審事件票による実人員である。

　　　２　（　）は判決人員に対する割合（％）である。
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図表７６ 言語別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員 

判決
人員

120            

30              

北京語 23              

広東語 4                

台湾語 3                

英語 17              

ポルトガル語 17              

ペルシャ語 16              

フィリピノ（タガログ）語 12              

韓国・朝鮮語 6                

スペイン語 6                

フランス語 5                

ロシア語 4                

べトナム語 3                

イタリア語 1                

ネパール語 1                

パンジャビ語 1                

マレー語 1                

（注）刑事通常第一審事件票による実人員である。

総数

中国語
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図表７６ 言語別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員 
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裁判員候補者及び裁判員等に対し，手話通訳，点字翻訳を要したとして報告がされた

状況は，図表７８のとおりであり，障害のある裁判員候補者及び裁判員等に対し，何ら

かの対応を行ったとして報告がされた事件は５１件あった。 

なお，手話通訳人等を付した被告人はいなかった。 

 

図表７７ 手話通訳人等の付いた被告人の判決人員 

（該当なし） 

 

図表７８ 手話通訳・点字翻訳を要した裁判員候補者，裁判員等の員数 

選任手続期
日に出席した
裁判員候補
者

選任された裁
判員・補充裁
判員

48,422        11,740        

うち手話通訳 3                -                

うち要約筆記 7                3                

うち点字翻訳 5                2                

（注）１　総数のうち選任手続期日に出席した裁判員候補者は，

　　　　刑事通常第一審事件票による延べ人員である。

　　　２　１以外の人員は，刑事局への個別報告による実人員

　　　　であり，概数である。

　　　３　「選任手続に出席した裁判員候補者」のうち，手話

　　　　通訳及び要約筆記を要した人員が１人ある。

総数

 

 

 

裁判員候補者及び裁判員等に対する制裁を行ったとして報告がされた事件はなかっ

た。 

 

 

図表７９ 裁判員法違反事件の処理状況 

（該当なし） 
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